
（財）愛媛の森林基金・Ⅷ　出資法人及び県所管課による評価（１次評価）

取組み項目 取組の目標達成の評価
組織体制の見直し 十分達成している

経営基盤の充実・強化 ある程度達成している。

役職員数及び給与制度の見直し 十分達成している

財政的関与の見直し 十分達成している

人的関与の見直し 十分達成している

経営情報の開示 十分達成している

１　出資法人の自主性・自律性の向上に向けた取組
（1）組織体制の見直し
【評価： 十分達成している 】

（２）経営基盤の充実・強化
【評価： ある程度達成している。 】

（３）役職員数及び給与制度の見直し
【評価： 十分達成している 】

２　県の関与の適正化に向けた取組
（1）財政的関与の見直し
【評価： 十分達成している 】

（２）人的関与の見直し
【評価： 十分達成している 】

３　経営情報等の積極的な開示に向けた取組
【評価： 十分達成している 】

４　総合的評価

●取組の評価分布図 ●個別取組項目の評価総括表

財産運営の透明性を持たせ、効率的な組織体制を構築しており、計画のとおり取り組んでいる。

【20年度2次評価に対する対応】
当法人は財団法人であるので、県の組織との連携を図りつつ、理事会（年２回）や運営協議会（年３回）において、民間の意見を広く聴き、法人としての自
立性を確保している。

経営情報はホームページに掲載、情報公開要綱は平成１８年４月に定めた。計画のとおり取り組んでいる。
【20年度2次評価に対する対応】

現在のところ、適正な状況となるよう取り組むことができているが、経済不況により企業から賛助会費の減額要請等も見られることから、賛助会員の一層の
確保、効果的な緑の募金活動に取り組むとともに、事業の見直しや経費の削減に取り組んでいく。

緑の募金事業の財源である募金収入は微増しており、緑の募金の趣旨を広く県民に啓発するなどさらなる募金活動に努める。
収入に応じた事業執行により資金不足とはなっていないが、募金額の増により、さらなる事業の充実が見込まれる。

１９年度に、組織改正により県職員の兼務を２減としており、適正な役職員数となるように取り組んでいる。

【20年度2次評価に対する対応】
今後とも事業の進捗等に応じ柔軟な対応を心がけていきたい。

「森林適正管理事業」は、外部有識者で構成した「愛媛県放置森林管理システム検討委員会」にて検討した結果であり、計画に基づき適正に実施している。

１９年度に、組織改正により県職員の兼務を２減としており、適正な役職員数となるように取り組んでいる。

【20年度2次評価に対する対応】
今後とも事業の進捗等に応じ柔軟な対応を心がけていきたい。

【20年度2次評価に対する対応】
　緑の募金事業については、新たな取り組みとして、環境問題等に取り組む企業との「企業の森林づくり活動協定」を締結している。この協定に基づき、企
業からの資金を緑の募金として受け入れ、使途を限定して森林の整備を実施、促進している。また、物品の売上の一部を寄附する企業等を「協賛団体」とし
て広く募集し、募金収益は前年度から増額となったが、年間募金目標額を若干下回る状況にあるため、さらに積極的かつ効果的な募金活動を行い目標額達成
に努める。
　森林適正管理事業については、賛助会員の一層の確保に取り組むとともに、効率的で効果的な事業の推進に努める。
  情報誌「愛媛の森林」については、県内の各公民館及び全図書館にも新たに配布し、より効果的な意識啓発を行った。
　また、有料図書販売については、ホームページへの掲載、イベントでの展示販売に加え、全国育樹祭記念冊子への掲載、各ボランティア団体等に対する郵
便物に図書案内チラシを同封するなどし、販売促進を図った。

【20年度2次評価に対する対応】

森林適正管理事業の対象森林の選定に当たっては、公益的機能の高い水土保全林であり、かつ気象災害や病害虫のおそれのあるものや表土の流亡等の林地荒廃がみ
られるもので、森林所有者の意思に基づいて施業の行われる見込みの無いものに限って実施している。
平成２１年度からは森林適正管理事業の競争入札対象者を拡大して、さらなる競争原理が働くよう実施している。
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